
気候変動訴訟の現状
世界と日本について

2022年９月４日（日）
法廷ドラマ公開イベント

神戸の石炭火力活電を考える会 メンバー
総合地球環境学研究所 京都気候変動適応センタ― 研究員

一原 雅子
ichiharamasako@chikyu.ac.jp



１．気候変動訴訟とは①
◆気候変動訴訟とは：

気候変動に対する緩和、適応及び気候科学に関する法又は事実を主要な争点とする訴訟
（UNEP, 2021）＊多様な定義あり

(Setzer ＆ Higham, 2022)

2022.８月現在
アメリカ 1477件
それ以外の国 615件
（sabin center 
databaseより）
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１．気候変動訴訟とは②
【気候変動訴訟で従来たびたび問題とされてきた争点】

争点 説明 一般的な裁判との違い

原告適格 裁判の原告として、裁判所で事件を争うことができる資格
とくに行政訴訟（主に国の行為の当否を争う訴訟）において
問題となる
原則として、「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法
律上の利益を有する者」（行政事件訴訟法９条１項）に認め
られる

処分等の直接の対象者でない場合で
も、根拠法規の解釈から個別的利益
が保護されていると判断される場合
は、原告適格はある（都市計画等）

気候変動による影響は同じように考
えられるのか？

因果関係 原告が回復ないし保護を求める、権利または利益の侵害が、
被告の行為によって生じているといえるのか
被告の行為がなければ生じなかったといえるのか

都市計画に沿った事業実施がなけれ
ば、住民に被害は生じない

石炭火力発電所が止まったら気候変
動は止まるのか？

被告の
義務範囲

被告が原告に生じている（又は今後生じ得る）侵害状態との
関係で追う義務の内容及び範囲
（＊主に損害賠償請求訴訟の場合）

変更すべき都市計画の範囲や内容は、
比較的明瞭

発電所の操業調整で足りるのか
ヴァリューチェーン全体が対象か



１．気候変動訴訟とは③

【気候変動訴訟で従来たびたび問題とされてきた争点
（続き）：三権分立との関係】

立法

行政 司法

・気候変動対策≒国際交渉先導の下
で推進してきた
・一国の取り組みだけでは対応でき
ないのではないか
・各々の国がおかれた諸事情を総合
考慮して政策を考案すべき問題
＝広範な裁量をもつ

・気候変動影響＝人権問題？
（＝今では明確に肯定される）

・気候正義の観点
・行政の裁量の範囲辞退は、司法権
が判断すべき事項

行政・司法・国際交渉・国際動向等
を考慮・相互にフィードバックしつ
つ、その国の状況に適したルールを
制定・アップデート

市民
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２．世界の気候変動訴訟①
世界の事例１：Urgenda Foundation v. State of the Netherlands 事件
（提訴：2013年・最高裁判決：2019年12月）

https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/

事件の概要：
原告が886 名のオランダ国民の利益を代表
し、国が従来掲げていた温室効果ガス削減目
標（2020年までに対1990 年比で30％）
を20％まで引き下げたことを受け、目標値の
引き上げ（40％、または少なくとも25％）
を行うよう命じる判決を裁判所に求めた事件

裁判所の判断：
３審通じて原告の主張を下限の請求の範囲で
認容し、一国の最高裁判所として世界で初め
て、政府に対して適切な気候変動対策を講じ
るよう命じた
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２．世界の気候変動訴訟②

世界の事例２：Juliana v. the United States  (提訴：2015年、係属中）
(提訴：2015年・係属中）

https://www.sightline.org/2018/11/01/juliana-v-united-
states-climate-change-youth-oregon-case/

事件の概要：
8 -19歳の原告21名が、気候科学者や環境
保護団体の支援の下で、連邦政府を被告とし、
不適切な気候変動対策が原告らの権利を侵害
していることの確認的判決と被告への温室効
果ガス排出削減計画見直しを命じる判決を求
めて提訴。2020年1月に裁判所が司法判断
適合性を認めず請求却下するも、原告らは再
度の審理を求めている

裁判所の判断：
2016年、経過中におけるオレゴン州地裁決
定で、一度、この問題は政治問題ではなく裁
判所で審理可能であることや、原告らに適格
があることを認めた決定が出されている
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２．世界の気候変動訴訟③

世界の事例２: Mileudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.  
(提訴：2021年・ハーグ地裁判決：2021年、控訴審係属中）

https://www.foe.org.au/shell_court_case_lodged

事件の概要：
オランダを拠点とする６つの環境保護団体とアフリ
カを拠点とする１つの環境保護団体、及び17,379
名の市民が、いわゆる石油メジャーであるRoyal 
Dutch Shellを被告として、Shellグループ全体か
ら排出される温室効果ガス削減量について、2030
年までに2019年比で45%、少なくとも25%の削
減を命じる判決等を求めて提訴

裁判所の判断：
原告の請求を上限で認容し、Shellグループ全体か
らの温室効果ガス排出について2030年までに
2019日で45％の削減について、被告の事業活動
範囲に応じて義務の程度に差を設けつつも、全体に
ついて義務を肯定
（→被告控訴）
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３．日本の気候変動訴訟①
日本の事例：４件の石炭火力発電所操業・増設差止訴訟がある（一部終結）

https://blogs.law.columbia.edu/climatechange/2022/06/01/climate-litigation-in-japan-citizens-
attempts-for-the-coal-phase-out/?mc_cid=b35e032a73&mc_eid=1d4f0d1f6b

世界の注目が
高まっている？？
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３．日本の気候変動訴訟②
日本の事例１：神戸製鋼石炭火力発電所増設等差止訴訟（行政）
(提訴：2018年11月・一審判決：2021年・控訴審判決：2022年）

（原告弁護団・杉田峻介氏撮影）

事案の概要：
神戸製鋼が既に稼働させている石炭火力発電
所2基付近に、新たに建設が計画された2基の
新設発電所に係る環境影響評価書に対して、
国（経済産業省大臣）が発出した確定通知が
違法であるとして、近隣・関係住民12名が国
を相手取り、確定通知の取消しを求めて提訴

裁判所の判断：
一審・控訴審共に請求を認めず
原告適格、因果関係、司法の問題、いずれも
否定
（現在、原告上告中）

９

今回の動画では
この訴訟が扱われています



３．日本の気候変動訴訟③

●神戸製鋼石炭火力発電所増設等差止訴訟
（民事） （提訴：2018年９月・一審係属中）
神戸製鋼・コベルコパワー神戸第二・関西電力を

相手取り、石炭火力発電所の建設・稼働等の差し止
めを求め、地元住民等４０名（当初）が提訴

１０

●仙台パワーステーション操業差止訴訟（民事）
（提訴：2017年9月・一審判決：2020年10月・
控訴審判決：2021年4月・確定）
石炭火力発電所を相手取り、操業差止を求めて
地元住民等124名が提訴
温暖化については実質的には審理されず

●横須賀石炭火力発電所増設差止訴訟（行政）
（提訴：2019年月・一審係属中）
JERAを相手取り、石炭火力発電所の建設等の差し止
めを求め、漁業関係者含む地元住民等４５名（当初）
が提訴

【日本の他の事例】



４．小括・気候変動訴訟に見る日本の特徴

１１

●訴訟を提起することも維持することも、原告側への負担が大きい
・環境NGOが市民の権利を代表して訴訟を起こせる仕組みがない（民事）
原告適格が認められていない（行政）

・原告（多くは、気候変動影響に晒される市民）と被告（多くは、国や企業）との
多様な面での力関係の大きな差（経済力、脆弱性等）

・一般の方々にとって裁判が縁遠い・若者や働き世代がなかなか携われない
（例：期日が平日開催）
・弁護士へのサポート体制が貧弱、絶対数の少なさ＋地域的偏り
・裁判に時間がかかる

●司法が行政裁量を広く捉える傾向
・気候変動＝行政裁量内にある事項との姿勢
・人権問題であるという認識に至らず

●日本の世論は・・・
紹介した世界の気候変動訴訟の提訴地に比べると、世論に差があるとも
世論から変えていくことで、気候危機の切迫性を最高裁に伝える必要がある

ご清聴ありがとうございました
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